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【国民健康保険】歳入の主なものは、県支出金１１億２，５５３万６，８５４円と国民健康保険税３億８５３万３，３３８円で、全体の約８５％を占
めます。国民健康保険税のうち、現年課税分徴収額は２億９，５１６万８，４２３円で、被保険者一人あたり９万１，３５５円（年間平均
被保険者３，２３１人）です。歳出では、保険給付費１１億１，０２６万６，８８０円と、国民健康保険事業費納付金４億８，５１２万４，５７９円で、
全体の約９６％を占めます。平成３０年度の税率改定以降、一般会計からの法定外繰入を解消するなど、国民健康保険財政の
安定的な運営に努めています。
【介護保険】保険料徴収額は２億８，８２５万３，７２６円（特別徴収額２億６，３６８万４，６８０円、普通徴収額２，３５６万１，４９６円、滞納繰越
分１００万７，５５０円）で、第１号被保険者数は４，６６１人、認定者数は８０３人、保険給付費は１２億７，５９３万５，７２９円となっています。
【後期高齢者医療】保険料徴収額は１億５，０５７万９，１４５円（特別徴収額１億１８０万８，６００円、普通徴収額４，８３６万２，２８０円、滞納繰
越分４０万８，２６５円）です。徴収した保険料は、保険者である茨城県後期高齢者医療広域連合へ納付しています。

１６億８，５８０万６，４１１円１６億８，５８０万６，４１１円

１６億６，８５４万４，９９５円１６億６，８５４万４，９９５円

歳入歳入

歳出歳出
１，７２６万１，４１６円を
令和６年度へ繰越国 民 健 康 保 険

１４億６，７０８万５，６４５円１４億６，７０８万５，６４５円

１４億３，３６７万１，０５７円１４億３，３６７万１，０５７円
３，３４１万４，５８８円を
令和６年度へ繰越

歳入歳入

歳出歳出
介 護 保 険

１億９，７６３万３，２２０円１億９，７６３万３，２２０円

２億５万９，８８３円２億５万９，８８３円 　２４２万６，６６３円を
令和６年度へ繰越

歳入歳入

歳出歳出
後期高齢者医療

特 別 会　計

【水道事業】収益的収入支出は水を供給するための経営活動に伴う収支のことで、資本的収入支出は施設の整備・拡充など
に要する支出および償還金とその財源の収入のことです。不足額については留保資金（減価償却費など）で補填しています。
令和５年度は、老朽化した配水管の更新工事および緊急遮断弁を中心とした配水場の更新工事を実施しました。また、新
規加入促進のため、加入分担金の減免措置を引き続き実施しました。
【下水道事業】収益的収入支出は下水道施設の維持管理などの経営活動に伴う収支のことで、資本的収入支出は施設の整備
・拡充などに要する支出および償還金とその財源の収入のことです。不足額については消費税等資本的収支調整額で補填
しています。令和５年度は、布佐地区および大谷地区において排水管整備工事を行いました。令和５年度も下水道普及率
向上のため、接続支援事業を実施して補助金を交付しました。
【電気事業】美浦村メガソーラー発電所で、１年間を通して売電を行いました。収益的収入は主に売電で得た収入です。発
電量は当初の見込を上回り、２，９４３，２０３kWhとなり、過去最高となりました。収益的支出は主に発電所に係る保守管理委託
料や建設費の減価償却費となっています。資本的収入はございませんでした。資本的支出は、用地取得費および建設費の
償還金を支出しています。なお、収益の一部は地球温暖化対策補助金として使われています。

７億９，４４０万４，３０５円７億９，４４０万４，３０５円

８億１，９３８万９，６４１円８億１，９３８万９，６４１円

７億５，５６８万５，８９９円７億５，５６８万５，８９９円 差引

差引
△２，４９８万５，３３６円

△１億３，００７万７，８９６円

下水道事業
収益的収益的

資本的資本的

５億３，５９４万９，５７７円５億３，５９４万９，５７７円

５億６，２１３万６，８７５円５億６，２１３万６，８７５円

１億２，０６６万３，０００円１億２，０６６万３，０００円

２億８９万６２０円２億８９万６２０円
差引

差引
△２，６１８万７，２９８円

△８，０２２万７，６２０円

収入収入

支出支出

収入収入

支出支出

水道事業
収益的収益的

資本的資本的

５，０８７万６，００８円５，０８７万６，００８円

差引
６，６７９万８，４２３円

収入収入

支出支出

０円０円

４，９８８万６，０３８円４，９８８万６，０３８円

１億１，６６８万４，４６１円１億１，６６８万４，４６１円

収入収入

支出支出
差引
△５，０８７万６，００８円△５，０８７万６，００８円

収益的収益的

資本的資本的

電気事業

収入収入

収入収入

支出支出

支出支出

企 業 会 計

８億８，５７６万３，７９５円８億８，５７６万３，７９５円

児童相談所虐待対応ダイヤル
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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく財政指標

《資金不足比率》公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率。２０％以上で経営健全化団体となり、
公営企業の経営の健全化を図る計画を策定しなければなりません。美浦村に資金不足額はありません。

《実質赤字比率》一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率。
※１５％以上で財政健全化団体、２０％以上で財政再生団体。

《実質公債費比率》一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率。
※１８％以上で地方債を発行する際に県知事の許可が必要。２５％以上で財政健全化団体。３５％以上で財政再生団体。
※財政健全化団体は地方債発行で一部制限有り。財政再生団体は地方債発行で多くの制限有り。

《将来負担比率》地方債の残高をはじめ一般会計等が将来負担すべき、現時点での実質
的な負債の標準財政規模に対する比率。３５０％以上で財政健全化団体となります。

《連結実質赤字比率》全ての会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率。
※２０％以上で財政健全化団体、３０％以上で財政再生団体。

８．３％８．３％

５８．１％５８．１％

なしなし

なしなし
健全化判断比率健全化判断比率

公営企業会計資金不足比率公営企業会計資金不足比率

村の預金（基金）と借金（地方債残高）の状況

借金（地方債残高）１４１億３，３２７万円借金（地方債残高）１４１億３，３２７万円預金（基金の現在高）２８億４，０７３万円預金（基金の現在高）２８億４，０７３万円

《令和５年度末現在》

０
５
１０
１５
２０
２５
３０

〔単位：億円〕〔単位：億円〕基金残高の推移基金残高の推移
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Ｒ元年度

９．０

１１．０

２０．０２０．０

財政調整基金
減債基金
ふるさと基金
公共公益施設整備基金
地域福祉基金
陸平基金
学校施設建設基金
地域振興基金
安中地区総合開発関連公共施設整備基金
学校教育振興基金
ふるさと応援基金
公共施設の屋根貸し等による太陽光発電事業基金
森林環境譲与税基金
土地開発基金
収入印紙等購買基金
計

８億７，２４５万円
７億９，９９７万円
３，９３４万円
６，６７７万円

１億８，９２５万円
５，４７８万円

１億４，６４７万円
１，２７８万円
７９１万円
１，８９６万円

２億２，７３６万円
３０９万円
６５６万円

１億１，３０２万円
４８５万円

２５億６，３５６万円

国民健康保険支払準備基金
介護給付費準備基金
計

１億８，９５５万円
８，７６２万円

２億７，７１７万円

一般公共事業債
災害復旧事業債
全国防災事業債
教育・福祉施設等整備事業債
一般単独事業債
介護サービス事業債
財源対策債
減収補填債
減税補てん債
臨時財政対策債
都道府県貸付金
計

２億３，７８５万円
１，２７９万円
５２０万円

２３億２，７０２万円
１１億８，８２５万円

２，２１０万円
２億３，７５３万円
３，４８８万円
１，４１３万円

３８億１，５７５万円
３，３４５万円

７９億２，８９５万円

水道事業
下水道事業
電気事業
計

６億１，０１８万円
５１億８，８７９万円
４億５３５万円
６２億４３２万円

《基金》家計でいう預金。特定の目的のために維
持、積立、運用する財産です。

《地方債》家計でいう借金。公共施設の整備等、
将来の住民も経費を負担することが公平である
場合等に、村の資金調達のために負担する債務
です。Ｒ２年度

２．６

１５．３

１７．９１７．９

Ｒ３年度
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３．９
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Ｒ４年度

３．７

２６．７

３０．４３０．４

Ｒ５年度

２．８

２５．６

２８．４２８．４
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